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第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

２―１

は
じ
め
に

二
千
百
余
年
続
い
た
中
国
の
皇
帝
政
治
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
を
為
す
の
は
や
は
り
皇
帝
で
あ

り
、
時
代
に
よ
り
差
異
は
あ
る
と
し
て
も
、
皇
帝
の
最
終
判
断
が
国
の
行
末
を
決
め
民
の
生
活
を
左

右
し
た
。
で
は
、
皇
帝
を
皇
帝
た
る
べ
く
教
育
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
々
だ
っ
た
の
か
。
本
論
は
、

皇
帝
の
太
子
時
代
に
そ
の
教
導
を
掌
る
太
子
太
傅
に
視
座
を
置
き
、
就
任
人
物
、
具
体
的
役
割
と
影

響
力
、
太
傅
離
官
後
の
動
向
等
を
考
察
す
る
。
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
齋
木
哲
郎
氏

）
1
（

、
王

健
氏

）
2
（

、
馬
良
懐
氏

）
3
（

が
、
太
子
太
傅
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
太
子
太
傅
に
主
眼
を
置
く
も

の
で
は
な
い
。
本
論
の
対
象
と
す
る
時
代
は
前
漢
と
し
た
。
前
漢
は
本
格
的
な
皇
帝
政
治
が
始
ま
り
、

二
百
余
年
と
長
期
間
に
わ
た
り
比
較
的
安
定
し
た
王
朝
で
あ
り
、
皇
太
子
が
皇
帝
に
即
位
す
る
と
い

う
順
当
な
継
承
が
多
く
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
太
子
太
傅
の
実
像
も
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

第
一
節　

太
子
太
傅
の
語
源
と
職
掌

「
太
子
太
傅
」
は
「
太
傅
」
か
ら
派
生
し
た
官
職
で
あ
る
と
認
識
し
、
か
つ
官
職
の
名
称
は
そ
の

職
掌
を
表
す
こ
と
か
ら
、
初
め
に
「
太
傅
」
の
語
源
を
み
て
い
く) 4

(

。

ま
ず
、「
太
傅
」
の
「
太
」
は
泰
・
大
に
通
じ
「
豊
か
で
落
ち
着
い
た
さ
ま
」
を
意
味
す
る
が
、

年
長
者
・
目
上
の
者
に
対
す
る
尊
称
の
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

次
に
「
太
傅
」
の
「
傅
」
で
あ
る
が
、
こ
の
字
は
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
は
、
太
傅
の
他
、
少
傅
・

中
傅
・
師
傅
・
外
傅
・
傅
父
・
傅
姆
・
傅
婢
等
の
形
で
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
「
傅
」

と
い
う
動
詞
と
し
て
も
使
わ
れ
る
。
顔
師
古
の
注
で
は
、「
傅
、
履
也
。」、「
傅
、
輔
也
。」
又
は
「
傅
、

相
也
。」
と
あ
る
。「
履
」
と
い
う
字
は
、「
履
‥
一
曰
蓋
也
。」
の
他
に
「
履
‥
孚
也
。
如
孚
甲
之
在

物
外
也
。」
と
あ
り
、「
孚
」
は
「
育
む
」
の
意
で
、「
孚
甲
」
は
種
子
を
包
む
外
皮
の
こ
と
で
あ
る
。「
輔
」

と
い
う
字
は
、「
助
」
の
意
味
を
持
つ
。「
相
」
と
い
う
字
は
「
扶
也
。」
と
あ
る
。
従
っ
て
、「
太
傅
」

と
い
う
言
葉
に
は
、「
年
長
者
で
、
た
す
け
る
人
、
か
ば
う
人
、
た
だ
す
人
、
育
む
人
」
と
い
う
よ

前
漢
の
太
子
太
傅

齊＊　

藤　

幸　

子

う
な
語
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
よ
る
と
、「
太
傅
」
は
、「
周
制
」
で
は
三
公
（
太
師
・
太
傅
・
太
保
）
の

一
人
で
あ
り
、
三
公
と
そ
の
副
で
あ
る
三
少
（
少
師
・
少
傅
・
少
保
）
の
計
六
人
が
、
天
子
の
輔
弼

の
任
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
前
漢
で
は
、
初
期
（
呂
太
后
摂
政
時
）
と
末
期
（
王
莽
専
権
時
）、

い
ず
れ
も
幼
帝
が
擁
立
さ
れ
た
時
に
天
子
の
師
傅
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。　
　

『
礼
記
』
文
王
世
子
篇
に
は
、
周
初
を
範
と
す
る
理
想
的
な
太
子
教
育
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
太
子
太
師
・
太
子
太
傅
・
太
子
太
保
と
そ
れ
ぞ
れ
の
副
で
あ
る
太
子
少
師
・
太
子

少
傅
・
太
子
少
保
の
計
六
人
が
太
子
の
教
導
を
掌
る
と
さ
れ
る
。
う
ち
太
子
太
傅
の
役
割
は
、「
父

子
君
臣
の
道
」
を
明
ら
か
に
し
て
太
子
を
善
導
す
る
こ
と
で
あ
り
、
少
傅
の
役
割
は
太
傅
自
ら
が
示

す
徳
行
を
観
て
、
こ
れ
を
太
子
に
審
ら
か
に
喩
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

『
通
典
』
職
官
十
二
に
は
、「
漢
魏
故
事
、
太
子
は
二
傅
に
弟
子
の
礼
を
執
り
、
皆
書
を
為
す
に
令

と
言
わ
ず
。
少
傅
は
臣
と
称
す
れ
ど
も
太
傅
は
不
臣
。」
と
あ
り
、『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
は
、「
太

子
太
傅
、
少
傅
、
古
官
。
属
官
に
太
子
門
大
夫
、
庶
子
、
洗
馬
、
舎
人
有
り
。」
と
あ
り
、
秩
石
は
、

太
傅
・
少
傅
と
も
二
千
石
で
あ
る
。
本
論
で
は
少
傅
も
同
じ
く
考
察
の
対
象
と
し
た
。
具
体
的
に
み

て
い
く
。

第
二
節　

太
子
太
傅
就
任
者

（
一
）
就
任
期
間
と
太
子
の
年
齢

　

【
表
１
】
は
前
漢
の
太
子
太
傅
及
び
少
傅
就
任
者
を
ほ
ぼ
時
代
順
に
並
べ
、
太
子
名
、
就
任
時
の

太
子
の
年
齢
、
就
任
期
間
、
就
任
前
後
の
経
歴
を
示
し
た
。
太
子
太
傅
十
九
名
、
太
子
少
傅
十
二
名

計
三
十
一
名
に
の
ぼ
る
。

ま
ず
、
太
子
太
傅
あ
る
い
は
少
傅
が
置
か
れ
る
期
間
で
あ
る
が
、【
表
１
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
太
子
太
傅
／
皇
太
子
／
前
漢
／
太
子
教
育
／
宣
帝

＊
平
成
一
九
年
度
生　

比
較
社
会
文
化
学
専
攻



齊
藤　

前
漢
の
太
子
太
傅

就
任
者
は
交
替
す
る
が
、
太
子
が
そ
の
位
に
あ
る
間
は
、
太
子
太
傅
及
び
少
傅
の
官
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

武
帝
の
最
初
の
太
子
で
あ
る
拠
の
場
合
を
見
る
と
、
立
太
子
と
と
も
に
石
慶
が
太
子
太
傅
と
な

り
、
以
後
、
趙
周
・
周
建
徳
・
卜
式
と
続
く
。
拠
が
三
十
八
歳
の
時
、
巫
蠱
の
乱
が
起
こ
り
拠
も
巻

き
添
え
を
蒙
っ
て
、
謀
反
者
と
し
て
追
捕
さ
れ
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
太
子
少
傅
は
石

徳) 5

(

で
あ
り
、
彼
は
太
子
軍
の
兵
を
率
い
て
丞
相
軍
と
戦
い
最
後
に
は
捕
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
太

子
太
傅
は
不
明
で
あ
る
。
武
帝
は
皇
帝
在
位
期
間
が
五
十
五
年
と
長
期
で
あ
り
、
従
っ
て
拠
の
太
子

在
位
期
間
も
長
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
拠
に
は
七
歳
の
立
太
子
か
ら
三
十
八
歳
で
没
す
る
ま
で
の
約

三
十
年
間
、
太
子
太
傅
・
少
傅
が
つ
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
就
任
期
間
を
見
る
と
、
石
慶
が
太
子

七
歳
か
ら
十
四
歳
ま
で
の
七
年
間
で
、
拠
の
立
太
子
か
ら
元
服
ま
で
と
考
え
る
。
他
の
太
子
太
傅
に

つ
い
て
は
判
明
し
な
い
。

　

宣
帝
時
の
太
子
奭
（
後
の
元
帝
）
の
場
合
は
、
地
節
三
年
（
前
六
七
）、
八
歳
で
皇
太
子
に
立
て

ら
れ
、
最
初
に
丙
吉
が
太
子
太
傅
と
な
り
、
黄
龍
元
年
（
前
四
九
）、
二
十
七
歳
で
皇
帝
に
即
位
す

る
ま
で
の
約
二
十
年
間
、
疏
広
・
夏
侯
勝) 6

(

・
黄
覇
・
蕭
望
之
と
太
子
太
傅
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。

奭
の
太
子
少
傅
で
判
明
し
て
い
る
者
は
、
疏
受
と
周
堪
だ
け
で
あ
る
が
、
周
堪
が
奭
の
皇
帝
即
位
直

前
ま
で
太
子
少
傅
と
し
て
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
太
子
少
傅
も
太
子
太
傅
と
同
様
に
置
か

れ
て
い
た
と
考
え
る
。
就
任
期
間
は
、
疏
広
が
太
子
八
歳
か
ら
十
二
歳
ま
で
の
約
五
年
間
で
あ
り
、

蕭
望
之
は
十
九
歳
か
ら
二
十
七
歳
ま
で
の
八
年
間
と
三
十
一
名
中
最
長
で
あ
る
。
一
方
、
丙
吉
・
黄

覇
は
数
ヶ
月
と
非
常
に
短
い
。

　

他
は
、
叔
孫
通
が
太
子
盈
（
恵
帝
）
の
十
二
歳
か
ら
十
六
歳
ま
で
の
四
年
間
、
衛
綰
が
太
子
徹
（
武

帝
）
の
七
歳
か
ら
十
歳
ま
で
の
三
年
余
、
韋
玄
成
が
太
子
驁
（
成
帝
）
の
三
歳
か
ら
八
歳
ま
で
の
五

年
間
を
太
子
太
傅
と
し
て
務
め
、
匡
衡
は
太
子
驁
が
九
歳
か
ら
十
四
歳
ま
で
の
五
年
間
を
太
子
少
傅

と
し
て
務
め
て
い
る
。

　

誕
生
以
来
、
太
子
は
後
宮
の
内
で
乳
母
・
阿
保
等
の
宮
女
そ
し
て
宦
官
の
中
で
育
て
ら
れ
、
正
式

に
皇
太
子
と
し
て
立
て
ら
れ
た
時
、
太
子
太
傅
及
び
少
傅
に
接
し
、
初
め
て
彼
等
の
男
性
ら
し
い
気

概
に
触
れ
る) 7

(

。
立
太
子
年
齢
は
だ
い
た
い
七
歳
前
後) 8

(

で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
太
子
の
多
感
な
時
代
を

太
子
太
傅
と
少
傅
が
数
年
に
わ
た
り
深
く
か
か
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
は
非
常
に
大

き
い
と
言
え
る
。

次
に
太
子
太
傅
・
少
傅
の
就
任
年
齢
で
あ
る
が
、
没
年
が
判
明
し
て
い
て
も
生
年
不
明
な
者
が
多

く
正
確
な
年
齢
は
明
示
で
き
な
い
。
し
か
し
、
各
人
の
経
歴
を
見
る
と
、
大
半
が
人
生
半
ば
以
降
に

就
任
し
て
い
る
の
で
、
五
、六
十
歳
以
上
の
熟
年
期
に
達
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
中
に
は
夏
侯

勝
の
よ
う
に
九
十
歳
で
太
子
太
傅
と
し
て
卒
官
し
た
者
も
い
る
。

（
二
）
太
子
教
育

太
子
太
傅
の
職
掌
は
太
子
を
善
導
す
る
こ
と
で
あ
り
、
太
子
教
育
が
重
要
な
役
割
と
考
え
る
が
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
太
子
教
育
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
漢
最
初
の
太
子
太
傅
は
叔
孫
通
で
あ
り
、
高
祖
九
年
（
前
一
九
八
）、
十
二
歳
の
太
子
盈
（
恵

帝
）
の
師
傅
と
し
て
就
任
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
叔
孫
通
は
、
魯
の
学
者
で
、
秦
の
博
士
を
務

め
、
漢
朝
の
諸
々
の
儀
礼
法
式
を
制
定
し
た
。
礼
の
何
た
る
か
を
諸
侯
群
臣
に
示
し
彼
ら
を
教
化
し

た
実
績
が
あ
る
（
『
漢
書
』
巻
四
三
叔
孫
通
伝
。
以
下
『
漢
書
』
に
つ
い
て
は
書
名
を
省
略
す
る
）。

劉
邦
が
挙
兵
し
た
の
は
盈
が
一
歳
の
時
で
あ
り
、
以
来
盈
は
戦
乱
の
中
で
育
ち
、
教
育
ら
し
い
教
育

は
受
け
て
こ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
八
歳
で
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
も
の
の
、
太
子
太
傅
が
つ
け

ら
れ
た
の
は
立
太
子
の
四
年
後
で
あ
り
、
盈
は
既
に
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
高
祖
は
自
分
に
学
問
が
な

い
こ
と
を
悔
い
、
太
子
盈
に
は
次
期
皇
帝
と
し
て
恥
じ
な
い
学
識
と
教
養
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い
と

願
っ
た
の
で
あ
ろ
う) 9

(

。
奉
常
で
あ
っ
た
叔
孫
通
を
敢
え
て
官
位
の
低
い
太
子
太
傅
に
遷
し
太
子
教
育

を
委
任
し
た
。
彼
の
博
士
と
し
て
の
広
い
学
識
と
、
群
臣
に
礼
教
を
施
し
た
手
腕
及
び
現
実
に
則
し

て
事
を
処
す
る
柔
軟
性
を
高
く
評
価
し
、
太
子
教
育
の
適
任
者
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
恵
帝

は
諸
々
の
礼
及
び
親
親
の
道
を
よ
く
修
め
、
皇
帝
と
な
っ
て
か
ら
も
叔
孫
通
を
畏
敬
し
そ
の
諫
言
を

よ
く
納
れ
て
い
る
（
巻
二
恵
帝
紀
賛
）。

　

文
帝
時
に
入
る
と
、
太
子
太
傅
の
人
選
に
共
通
す
る
特
徴
が
現
れ
始
め
る
。
ま
ず
、
太
子
啓
（
景

帝
）
の
太
子
太
傅
と
な
っ
た
張
相
如
は
、
そ
の
行
い
が
惻
隠
の
実
を
備
え
た
長
者
と
し
て
周
囲
に
認

め
ら
れ
、
文
帝
も
そ
れ
を
称
え
て
い
る
（
巻
五
十
張
釈
之
伝
）。
張
相
如
の
後
任
で
あ
る
石
奮
は
そ

の
恭
敬
・
廉
潔
さ
を
高
祖
に
愛
さ
れ
功
労
を
積
ん
で
昇
進
し
て
き
た
人
で
あ
り
、「
文
学
は
無
け
れ

ど
も
、
恭
謹
な
る
こ
と
、
挙
げ
て
与
に
比
ぶ
る
無
し
。」
と
さ
れ
、
皆
の
推
薦
を
受
け
太
子
啓
の
太

傅
と
な
っ
た
（
巻
四
六
万
石
君
伝
）。
衛
綰
は
、
戯
車
の
技
を
以
て
郎
官
と
な
り
、「
功
次
も
て
中
郎

将
に
遷
り
、
醇
謹
な
る
こ
と
它
に
無
し
。」
と
評
さ
れ
、
文
帝
が
景
帝
に
「
綰
は
長
者
な
り
。
善
く

之
を
遇
せ
よ
。」
と
遺
詔
し
た
人
物
で
あ
り
、
景
帝
も
「
敦
厚
に
し
て
少
主
を
相た

す

く
べ
し
」
と
し
て

太
子
徹
（
武
帝
）
の
太
子
太
傅
に
任
命
し
て
い
る
（
巻
四
六
衛
綰
伝
）。

　

武
帝
期
に
は
、
石
慶
が
太
子
拠
の
最
初
の
太
子
太
傅
に
就
任
す
る
。
石
慶
は
石
奮
の
末
子
で
あ
り
、

石
家
の
家
風
を
反
映
し
て
謹
直
・
恭
順
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
武
帝
は
最
初
の
子
で
あ
る
太
子
拠

を
寵
愛
し
、
拠
七
歳
の
時
に
皇
太
子
に
立
て
る
。
群
臣
の
中
か
ら
太
子
太
傅
を
選
ぶ
の
で
あ
る
が
、

武
帝
は
そ
の
選
考
対
象
を
中
央
官
だ
け
で
は
な
く
郡
太
守
に
も
広
げ
る
。
そ
の
結
果
、「
治
め
ず
し

２―２



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

て
大
い
に
治
ま
る
。」
と
し
て
広
く
吏
民
に
慕
わ
れ
る
沛
の
太
守
石
慶
が
選
ば
れ
、
以
後
七
年
間
を

太
子
太
傅
と
し
て
務
め
る
（
巻
六
武
帝
紀
及
び
巻
四
六
万
石
君
伝
）。
同
じ
く
拠
の
師
傅
で
あ
っ
た

厳
青
翟
と
趙
周
は
二
人
と
も
「
清
廉
謹
直
」
と
あ
る
（
巻
四
二
申
屠
嘉
伝
）。
卜
式
も
拠
の
太
傅
で

あ
る
が
、
そ
の
質
朴
忠
実
な
人
柄
を
武
帝
に
見
込
ま
れ
斉
王
の
太
傅
と
な
っ
た
経
歴
が
あ
り
、
武
帝

は
彼
を
長
者
と
称
え
て
い
る
（
巻
五
八
卜
式
伝
）。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
儒
家
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
叔
孫
通
・
竇
嬰
・
王
臧
を
除
け
ば
、

武
帝
時
ま
で
の
太
子
太
傅
・
少
傅
は
、
直
接
太
子
に
何
か
を
教
授
し
た
と
は
考
え
難
く
、
又
そ
う
い

う
記
述
も
な
い
。
儒
家
と
し
て
の
教
養
が
特
筆
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
吏
民
の
尊
敬
を
集
め
有
徳
で

あ
り
「
長
者
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
行
動
に
お
い
て
共
通
性
が
み
ら
れ
、
断
定
は
で
き
な
い
が
黄
老

的
人
物
が
多
い
。
父
帝
は
、
恭
敬
・
清
廉
・
謹
直
・
敦
厚
・
質
朴
・
忠
信
等
と
表
現
さ
れ
る
彼
ら
の

人
柄
に
重
点
を
置
い
て
太
子
の
師
傅
に
任
命
し
て
お
り
、
学
識
を
問
題
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
石

奮
が
「
無
文
学
」
と
記
さ
れ
、
あ
る
い
は
卜
式
が
「
不
習
文
章
」
と
し
て
御
史
大
夫
か
ら
太
子
太
傅

に
遷
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
厳
青
翟
・
趙
周
・
石
慶
・
衛
綰
は
後
に
丞
相
と
な

る
が
、
そ
の
評
価
は
「
手
堅
く
謹
直
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
丞
相
と
し
て
は
た
だ
そ
の
員
に
備
わ
っ

て
い
た
だ
け
で
あ
る
。」
と
評
さ
れ
て
い
る
（
巻
四
二
申
屠
嘉
伝
）。
高
い
学
識
や
際
立
っ
た
功
績
は

な
く
と
も
、
吏
民
か
ら
慕
わ
れ
る
彼
ら
の
「
人
徳
」
に
よ
っ
て
太
子
を
善
導
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
の

時
期
の
父
帝
が
太
子
太
傅
・
少
傅
に
求
め
た
役
割
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

昭
帝
期
は
皇
太
子
が
い
な
い
の
で
太
子
太
傅
は
存
在
し
な
い
が
、
次
の
宣
帝
期
に
入
る
と
、
太
子

太
傅
に
就
任
す
る
人
物
は
前
半
と
は
多
分
に
様
相
が
異
な
っ
て
く
る
。

　

ま
ず
宣
帝
期
、
太
子
奭
（
元
帝
）
に
つ
け
ら
れ
た
太
子
太
傅
で
あ
る
が
、
最
初
の
丙
吉
は
、
律

令
を
修
め
、
廷
吏
な
ど
実
務
経
験
が
豊
富
で
あ
り
、
か
つ
『
詩
』『
礼
』
に
通
暁
し
て
い
る
。「
人
と

な
り
深
厚
に
し
て
、
善
を
伐ほ

こ

ら
ず
」
と
温
厚
な
人
物
で
あ
る
こ
と
も
評
価
さ
れ
て
い
た
（
巻
七
四

丙
吉
伝
）。
丙
吉
は
す
ぐ
御
史
大
夫
に
遷
り
、
後
任
と
し
て
少
傅
で
あ
っ
た
疏
広
が
太
傅
に
昇
格
す

る
。
疏
広
は
、「
疏
氏
春
秋
」
を
立
て
た
『
春
秋
』
学
の
大
家
で
あ
る
。
五
年
間
太
傅
と
し
て
務
め
、

十
二
歳
の
太
子
奭
は
『
論
語
』『
孝
経
』
に
通
暁
す
る
（
巻
七
一
疏
広
伝
）。

　

就
任
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
夏
侯
勝
も
そ
の
最
晩
年
に
奭
の
太
子
太
傅
と
な
り
九
十
歳
で
卒
官

し
て
い
る
。
彼
は
夏
侯
始
昌
に
『
尚
書
』
及
び
『
洪
範
五
行
伝
』
を
受
け
、
天
災
地
異
に
明
ら
か
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
説
く
『
尚
書
』
は
「
大
夏
侯
」
の
学
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
。
武
帝
時

以
前
の
太
子
太
傅
の
よ
う
に
恭
順
と
い
う
人
柄
で
は
な
く
、
質
朴
で
は
あ
る
が
、
武
帝
を
宣
帝
の
前

で
堂
々
と
批
判
し
詔
を
非
議
し
て
三
年
間
投
獄
さ
れ
て
い
る
。
恩
赦
を
受
け
諫
大
夫
給
事
中
と
し
て

近
侍
し
、
相
変
わ
ら
ず
臆
せ
ず
意
見
を
述
べ
、
挙
動
も
簡
易
で
あ
り
重
々
し
い
威
厳
の
よ
う
な
も
の

は
な
か
っ
た
と
そ
の
列
伝
は
記
し
て
い
る
。
宣
帝
は
こ
の
儒
者
ら
し
か
ら
ぬ
儒
者
を
親
愛
し
た
。

　

夏
侯
勝
の
弟
子
の
蕭
望
之
は
、
太
子
奭
が
二
十
七
歳
で
皇
帝
に
即
位
す
る
ま
で
の
八
年
間
太
子
太

傅
を
務
め
、
夏
侯
勝
か
ら
受
け
た
『
論
語
』
と
『
礼
』
の
「
喪
服
」
を
太
子
に
教
授
し
て
い
る
（
巻

七
八
蕭
望
之
伝
）。
蕭
望
之
の
就
任
期
間
の
う
ち
後
半
三
年
余
は
周
堪
が
太
子
少
傅
で
あ
っ
た
が
、

周
堪
も
夏
侯
勝
の
弟
子
で
あ
る
。

　

元
帝
期
、
太
子
驁
（
成
帝
）
の
太
子
太
傅
・
少
傅
も
大
儒
で
あ
る
。
韋
玄
成
は
、
父
韋
賢
の
学
業

を
修
め
た
『
詩
』
の
大
家
で
あ
り
、
厳
彭
祖
は
『
春
秋
』
学
を
修
め
「
厳
氏
の
学
」
を
立
て
た
。
太

子
少
傅
匡
衡
も
、
厳
彭
祖
と
同
じ
く
東
海
出
身
で
『
詩
』
に
お
い
て
知
名
で
あ
り
、
林
尊
は
『
尚
書
』

を
専
門
と
す
る
。
成
帝
期
に
は
、
定
陶
王
欣
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
、
そ
の
太
傅
師
丹
は
匡
衡
の
弟

子
で
あ
り
、
彼
の
『
斉
詩
』
は
師
丹
の
学
と
言
わ
れ
る
（
巻
八
八
儒
林
伝
）。

以
上
の
よ
う
に
、
宣
帝
以
降
の
太
子
太
傅
は
そ
の
多
く
が
儒
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
分
野

に
お
い
て
独
自
の
学
派
を
樹
立
し
て
い
る
。
師
が
太
子
太
傅
と
な
り
、
そ
の
弟
子
が
次
の
太
子
太
傅

や
少
傅
に
就
く
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
人
的
連
鎖
は
諸
侯
王
国
の
太
傅
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
く
。
前

漢
前
半
の
太
子
太
傅
は
、
そ
の
多
く
が
学
識
よ
り
も
そ
の
長
者
的
な
人
柄
で
そ
の
任
に
在
り
、
彼
ら

が
直
接
学
問
を
太
子
に
教
授
し
た
と
い
う
形
跡
は
な
い
が
、
宣
帝
期
以
降
の
師
傅
は
、
直
接
太
子
に

『
論
語
』・『
礼
』・『
孝
経
』
等
を
講
授
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

周
知
の
如
く
、
宣
帝
は
儒
学
と
法
を
併
用
し
て
治
世
に
臨
み
、
儒
家
と
共
に
法
術
の
士
を
も
同
じ

く
重
用
し
た
。
現
に
儒
学
を
好
ん
だ
太
子
が
、
法
家
を
廃
し
儒
者
を
登
用
す
る
こ
と
を
進
言
す
る
と
、

宣
帝
は
「
漢
家
に
自
ず
か
ら
制
度
有
り
、
覇
王
の
道
を
以
て
之
を
雑
え
ん
こ
と
を
本
と
す
。」
と
し

て
「
我
家
を
乱
す
者
は
太
子
な
り
！
」
と
太
子
を
叱
責
し
て
い
る
（
巻
九
元
帝
紀
）。
宣
帝
自
身
は
、

幼
少
時
は
外
戚
史
氏
の
家
で
育
て
ら
れ
、
そ
の
後
掖
庭
で
養
育
さ
れ
『
詩
』・『
論
語
』・『
孝
経
』
を

修
め
て
い
る
が
、
自
身
は
『
穀
梁
春
秋
』
と
と
も
に
『
申
子
』
君
臣
篇
を
好
ん
で
い
る
（
巻
八
宣
帝
紀
）。

宣
帝
が
寵
愛
し
た
淮
陽
王
欽
も
経
書
・
法
律
を
学
び
両
方
に
興
味
を
示
し
て
い
る
（
巻
八
十
宣
元
六

王
伝
）。
従
っ
て
、
儒
学
と
並
ん
で
法
学
も
太
子
が
会
得
す
べ
き
必
須
学
問
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

で
は
何
故
太
子
太
傅
に
は
大
儒
を
任
命
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

民
間
で
成
長
し
社
会
の
矛
盾
や
悲
劇
を
見
て
き
た
宣
帝
に
と
っ
て
、
治
世
と
は
ま
ず
民
の
生
活
を

安
定
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
親
政
が
始
ま
る
と
、
塩
の
価
格
が
下
げ
ら
れ
、
困
窮
欠
乏
す
る
者

に
は
施
与
が
行
わ
れ
、
宮
中
で
は
節
約
が
奨
励
さ
れ
、
楽
府
の
楽
人
は
帰
農
を
命
じ
ら
れ
、
丞
相
以

下
京
師
の
諸
官
府
の
令
・
丞
に
至
る
ま
で
穀
物
を
長
安
の
倉
に
納
入
し
貧
民
に
分
け
与
え
さ
せ
る
な

ど
、
恤
民
政
策
が
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
地
方
官
に
は
循
吏
を
多
用
し
て
農
業
を

奨
励
し
、
各
地
で
着
実
に
良
い
成
果
を
収
め
て
い
た
（
巻
八
九
循
吏
伝
）。
宣
帝
は
、
法
は
施
政
に

２―３
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前
漢
の
太
子
太
傅

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
統
治
の
た
め
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
十
分
認

識
し
て
い
た
。
民
を
導
き
治
め
る
た
め
に
は
仁
を
旨
と
し
、
皇
帝
た
る
者
は
徳
治
を
追
求
す
る
姿
勢

を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
為
に
は
帝
王
学
の
主
体
は
儒
学
で
あ
り
、
他
の
学
問
で
は
な
い

と
の
判
断
を
下
し
、
そ
の
為
の
大
儒
登
用
で
あ
る
と
考
え
る
。
現
に
、
甘
露
三
年
（
前
五
一
）
に
は
、

帝
の
命
に
よ
り
石
渠
閣
会
議
が
開
か
れ
、
著
名
な
儒
学
者
に
よ
っ
て
五
経
の
校
訂
が
な
さ
れ
る
等
、

宣
帝
自
ら
が
儒
学
研
究
の
先
頭
に
立
ち
そ
の
振
興
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

一
方
、
社
会
の
趨
勢
が
も
は
や
儒
家
思
想
を
無
視
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ

る
。
昭
帝
期
に
行
わ
れ
た
塩
鉄
会
議
で
は
、
賢
良
・
文
学
と
い
わ
れ
る
儒
生
が
農
本
主
義
を
主
張
し

専
売
制
を
否
定
す
る
が
、
彼
ら
の
主
張
は
各
地
の
豪
族
の
利
害
と
合
致
し
て
お
り
、
そ
の
族
的
結
合

或
い
は
家
族
倫
理
観
は
地
方
豪
族
の
支
持
を
得
、
儒
学
は
着
実
に
地
方
社
会
に
浸
透
し
始
め
て
い

た
。
武
帝
期
に
は
、
法
家
の
説
に
重
き
が
置
か
れ
、
儒
学
は
そ
の
事
実
を
粉
飾
す
る
た
め
に
統
治
の

建
前
論
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
内
実
は
酷
吏
に
よ
っ
て
地
方
の
豪
族
に
弾
圧
を
加
え
た
。
し
か

し
、
宣
帝
の
時
代
に
は
地
方
豪
族
は
よ
り
強
力
な
存
在
と
な
り
、
一
族
の
中
か
ら
郡
県
の
官
吏
を
輩

出
し
、
さ
ら
に
中
央
官
界
に
も
進
出
し
て
い
た
。
も
は
や
豪
族
と
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
と

妥
協
し
つ
つ
政
治
を
行
わ
な
く
て
は
民
を
統
治
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る)10

(

。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
下
で
、
宣
帝
が
儒
学
の
大
家
を
太
子
の
師
傅
に
任
命
し
、
次
代
の
皇
帝
の
育
成
を
彼
ら

に
委
ね
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
は
儒
学
を
漢
朝
の
統
治
理
念
に
据
え
る
と
い
う
宣
帝
の
明
確
な
意
志
表

示
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

で
は
、
大
儒
に
よ
る
太
子
教
育
は
ど
の
よ
う
な
成
果
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
流
の
儒
学
者
に

よ
る
教
育
を
受
け
た
元
帝
及
び
成
帝
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

元
帝
は
、
そ
の
太
子
時
代
、
父
宣
帝
が
「
漢
朝
を
乱
す
者
は
太
子
で
あ
ろ
う
。」
と
危
惧
し
た
ほ

ど
儒
学
に
傾
倒
し
た
。
元
帝
紀
の
賛
に
は
、「
少
く
し
て
儒
を
好
み
、
即
位
す
る
に
及
び
、
儒
生
を

徴
用
し
、（
中
略
）、
而
し
て
上
、
文
義
を
牽
制
し
、
優
游
に
て
断
ぜ
ず
。
孝
宣
の
業
、
衰
う
。
然
し

な
が
ら
寛
弘
に
し
て
下
に
尽
く
し
、
恭
倹
よ
り
出
で
、
号
令
は
温
雅
、
古
の
風
烈
有
り
。」
と
あ
り
、

元
帝
は
経
書
の
文
章
に
拘
泥
し
て
優
柔
不
断
だ
っ
た
の
で
、
宣
帝
時
の
治
績
は
衰
え
た
と
の
マ
イ
ナ

ス
評
価
を
得
な
が
ら
も
、
寛
大
に
し
て
恭
倹
温
雅
で
あ
り
、
古
の
風
格
と
功
績
が
有
っ
た
と
す
る
プ

ラ
ス
評
価
は
高
い
。
従
っ
て
、
大
儒
に
よ
る
教
育
は
儒
者
か
ら
見
た
場
合
、
あ
る
程
度
の
成
果
を
得

た
と
言
え
よ
う
。
元
帝
の
即
位
後
に
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
詔
が
異
常
な
ま
で
に
天
変
地
異

に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
毎
年
の
よ
う
に
地
震
・
日
食
・
火
災
等
が
起
き
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
天
変
地
異
を
陰
陽
の
乱
れ
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
れ
ら
全
て
が
「
朕
の
不
徳
」

の
せ
い
で
あ
る
と
し
て
天
の
裁
き
を
恐
懼
す
る
文
面
が
目
立
っ
て
く
る)11

(

。
こ
の
よ
う
な
災
異
説
は
、

既
に
武
帝
の
頃
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
た
。
董
仲
舒
・
夏
侯
始
昌
な
ど
が
著
名
で
あ
り
、
夏
侯
始
昌
は

柏
梁
台
の
火
災
の
起
こ
る
日
を
予
言
し
て
武
帝
の
信
頼
を
得
、
武
帝
が
寵
愛
し
て
い
た
昌
邑
王
髆
の

太
傅
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
の
族
子
で
あ
る
夏
侯
勝
も
ま
た
、
昭
帝
崩
御
後
、
霍
光
が
一
度
皇
帝
に

擁
立
し
た
昌
邑
王
賀
を
廃
位
さ
せ
よ
う
と
画
策
し
て
い
る
こ
と
を
予
言
し
て
霍
光
を
驚
か
せ
、
そ
れ

以
降
経
術
の
士
が
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
巻
七
五
両
夏
侯
伝
）。
宣
帝
も
、
大
地

震
の
際
、
天
変
地
異
を
天
地
の
戒
め
と
し
て
い
る
が
、
元
帝
の
詔
は
頻
繁
に
天
変
地
異
に
言
及
し
始

め
る
。
何
故
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
太
傅
に
よ
る
太
子
教
育
が
考
え
ら
れ
る
。
予
言
を
的
中

さ
せ
て
霍
光
を
驚
か
せ
た
夏
侯
勝
は
、
元
帝
の
太
子
太
傅
で
あ
っ
た
。
そ
の
弟
子
蕭
望
之
も
災
異
を

よ
く
説
き
、
彼
は
八
年
太
子
太
傅
を
務
め
た
。
周
堪
（
太
子
少
傅
）
や
孔
覇
（
太
中
大
夫
時
、
太
子

に
経
書
を
講
授
）
も
夏
侯
勝
の
弟
子
で
あ
る
。
太
子
教
育
に
於
い
て
も
災
異
理
論
が
講
授
さ
れ
た
と

考
え
て
よ
い
。
そ
の
一
つ
の
表
れ
が
元
帝
の
詔
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
元
帝
は
常
に
師
傅
の
教
え
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
優
等
生
で
あ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
否

で
あ
る
。
別
の
一
面
が
あ
る
。
父
で
あ
る
宣
帝
は
、
遺
詔
と
し
て
太
子
太
傅
蕭
望
之
、
少
傅
周
堪
、

外
戚
史
高
に
太
子
の
皇
帝
即
位
後
の
輔
政
を
委
任
し
た
。
元
帝
は
、
即
位
当
初
こ
そ
も
と
師
傅
の
進

言
を
採
納
し
て
、
儒
者
を
登
用
し
儒
学
に
基
づ
く
政
治
を
目
指
し
て
施
政
に
臨
む
が
、
病
を
得
て
か

ら
は
政
事
を
放
棄
し
、
好
き
な
音
楽
に
凝
り
始
め
る
。
元
帝
に
近
侍
し
て
い
た
中
書
宦
官
の
石
顕
は

法
令
・
故
事
に
習
熟
し
て
お
り
、
宣
帝
時
代
か
ら
実
務
を
久
し
く
典
っ
て
い
た
。
石
顕
は
「
よ
く
人

主
の
微
指
を
探
る
」
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
元
帝
は
彼
を
信
任
し
遂
に
政
事
を
任
せ
て
し
ま
う
。
蕭

望
之
は
、
中
書
に
宦
官
を
置
く
非
を
言
上
し
石
顕
の
罷
免
を
建
白
す
る
が
、
元
帝
は
聴
き
入
れ
ず
石

顕
を
重
用
し
続
け
た
。
結
局
、
蕭
望
之
は
石
顕
の
謀
略
に
は
ま
っ
て
自
殺
す
る
（
巻
九
三
佞
幸
伝
）。

八
年
間
師
傅
で
あ
っ
た
蕭
望
之
の
諫
言
よ
り
、
禁
中
に
近
侍
し
、
自
分
の
意
を
汲
み
な
が
ら
き
め
細

か
く
働
く
石
顕
の
有
用
性
の
方
が
元
帝
の
意
に
適
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
も
と
師
傅
で
あ
り
父
帝

に
よ
り
全
面
的
な
輔
佐
を
委
任
さ
れ
て
い
て
も
、
彼
ら
が
皇
帝
の
私
生
活
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
成
帝
の
場
合
も
、
朝
廷
に
お
い
て
は
礼
容
正
し
く
、
か
つ
直

言
を
受
け
入
れ
、
公
卿
は
よ
く
そ
の
任
に
あ
た
る
こ
と
が
出
来
た
と
成
帝
紀
の
賛
は
プ
ラ
ス
評
価
を

与
え
て
い
る
一
方
、
私
生
活
に
お
い
て
は
酒
色
に
耽
り
外
戚
の
専
横
を
許
し
て
し
ま
っ
た
と
結
ん
で

い
る
。

　

で
は
太
子
の
私
生
活
を
太
子
太
傅
・
少
傅
が
制
約
で
き
た
か
否
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
限
界
が

あ
っ
た
と
思
う
。
師
傅
の
目
の
及
ぶ
範
囲
或
い
は
太
子
に
近
侍
す
る
東
宮
諸
官
を
通
し
て
あ
る
程
度

太
子
の
言
動
を
制
約
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
太
子
の
成
長
と
共
に
そ
の
私
生
活
面
へ
の
介
入
は
難
し

く
な
っ
て
い
く
の
が
必
須
で
あ
る
。
太
子
太
傅
の
職
務
は
父
子
君
臣
の
道
を
明
ら
か
に
し
て
太
子
を
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善
導
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
礼
容
な
ど
太
子
の
外
面
的
な
言
動
に
お
い
て
は
あ
る
程
度
成

果
を
収
め
て
も
、
太
子
の
成
長
と
と
も
に
、
道
徳
観
念
、
趣
味
嗜
好
な
ど
太
子
の
内
面
的
部
分
を
制

約
す
る
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

王
健
氏
は
、
漢
代
皇
帝
の
儒
学
に
お
け
る
学
識
の
高
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
学
識
と
は
裏
腹

に
、
実
際
の
皇
帝
の
道
徳
観
念
と
私
生
活
状
況
に
は
、
恣
縦
的
側
面
が
多
く
、
君
主
の
尊
儒
習
経

が
虚
偽
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
代
君
主
の
実
像
と
儒
家
道
徳

の
理
想
と
の
乖
離
は
、
儒
学
に
よ
る
帝
王
教
育
の
最
大
の
失
敗
で
あ
っ
た
と
す
る)12

(

。
し
か
し
、
漢
代

君
主
の
実
像
が
理
想
か
ら
乖
離
し
た
原
因
は
、
儒
学
教
育
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思

う
。
こ
こ
で
そ
れ
を
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
皇
帝
の
生
来
の
資
質
、
世
襲
制
の
弊
害
、
禁

中
と
い
う
特
殊
環
境
、
皇
帝
で
あ
る
こ
と
の
重
圧
、
恣
意
を
許
さ
れ
る
立
場
な
ど
様
々
な
要
因
が
考

え
ら
れ
、
太
子
の
人
格
形
成
に
儒
学
以
外
の
他
の
学
問
を
あ
て
た
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
結
果
が

生
じ
る
可
能
性
は
大
き
い
。

（
三
）
後
継
者
問
題
等

　

太
子
太
傅
・
少
傅
に
よ
る
教
導
成
果
を
明
確
に
測
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
太
子
太
傅
・
少
傅
が
そ

の
職
務
上
の
立
場
か
ら
全
力
を
尽
く
し
て
取
り
組
み
、
そ
れ
な
り
の
結
果
を
残
す
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
後
継
者
問
題
で
あ
る
。
皇
太
子
は
正
式
に
定
め
ら
れ
た
皇
帝
の
後
継
者
で
あ
り
、
太
子
太
傅
・

少
傅
は
儲
君
養
育
の
為
に
師
傅
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
皇
帝
は
時
と
し
て
太
子
廃
嫡
を
意
図
す
る
。

理
由
は
、
寵
愛
す
る
女
性
の
子
に
愛
情
が
移
る
場
合
が
多
い
。
皇
太
子
の
廃
嫡
は
、
太
子
太
傅
に

と
っ
て
は
傅
と
し
て
の
責
務
を
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
太
子
太
傅
・
少
傅
は
、
養
育
し
た
太
子
に
対
し
て
特
別
な
親
愛
の
情
を
抱
く
よ
う
に
な

る
。
師
傅
と
し
て
関
わ
っ
た
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
育
て
の
親
の
子
に
対
す
る
愛
情
に
も
通

じ
る
よ
う
な
感
情
が
強
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
太
子
に
と
っ
て
は
、
師
傅
が
堅
苦
し
く
煙
た

い
存
在
に
思
え
る
時
が
あ
っ
て
も
、
月
日
の
流
れ
と
と
も
に
畏
敬
の
念
や
恩
愛
の
情
が
湧
く
よ
う
に

な
り
、
師
傅
と
太
子
の
間
に
は
特
別
な
情
愛
が
育
ま
れ
る
。
史
書
に
は
、
皇
帝
が
も
と
太
傅
・
少
傅

の
師
恩
に
言
及
し
て
い
る
文
面
が
数
々
見
ら
れ
る
。
他
の
官
僚
と
比
較
し
た
場
合
、
二
傅
と
太
子
と

の
結
び
つ
き
は
非
常
に
強
い
と
言
っ
て
よ
い
。

従
っ
て
当
然
、
太
子
太
傅
・
少
傅
は
廃
嫡
を
阻
止
す
べ
く
父
帝
の
説
得
に
全
力
を
尽
く
す
。
前
漢

最
初
の
太
子
太
傅
で
あ
っ
た
叔
孫
通
に
も
、
こ
の
問
題
が
生
じ
た
。
高
祖
劉
邦
が
、
盈
を
廃
し
、
代

わ
り
に
寵
姫
戚
夫
人
の
生
ん
だ
如
意
を
皇
太
子
に
立
て
よ
う
と
し
た
際
、
叔
孫
通
は
、「
陛
下
必
ず

嫡
を
廃
し
少
を
立
て
ん
と
欲
せ
ば
、
臣
願
わ
く
は
先
ず
誅
に
伏
し
、
頸
血
を
以
て
地
を
汙け

が

さ
ん
。」

と
死
を
賭
し
て
諌
め
た
。
廃
嫡
を
諌
め
る
叔
孫
通
の
気
迫
に
高
祖
は
諫
言
を
受
け
容
れ
る
姿
勢
を
見

せ
る
（
巻
四
三
叔
孫
通
伝
）。
最
終
的
に
は
、
行
少
傅
事
と
し
て
一
時
少
傅
の
任
に
あ
っ
た
張
良
の

画
策
が
功
を
奏
し
（
巻
四
十
張
良
伝
）、
廃
嫡
問
題
は
止
み
盈
は
即
位
し
恵
帝
と
な
る
。

　

竇
嬰
は
景
帝
の
母
で
あ
る
竇
太
后
の
族
子
で
あ
り
、
呉
楚
の
乱
で
は
大
将
軍
と
し
て
参
戦
し
た
。

後
、
栗
姫
所
生
の
長
子
栄
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
、
そ
の
太
子
太
傅
と
な
る
。
し
か
し
立
太
子
三
年

後
に
、
栗
姫
と
景
帝
の
姉
の
確
執
が
原
因
で
、
栄
は
廃
嫡
さ
れ
臨
江
王
と
な
り
、
最
終
的
に
は
自
殺

に
追
い
や
ら
れ
る
。
竇
嬰
は
そ
の
間
度
々
景
帝
を
諫
争
す
る
が
聴
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
竇
嬰
は

景
帝
の
処
置
を
不
満
と
し
、
事
件
の
後
し
ば
ら
く
南
山
に
退
い
て
い
る
（
巻
五
二
竇
嬰
伝
）。

　

元
帝
期
の
匡
衡
は
、
太
子
驁
の
九
歳
か
ら
十
四
歳
ま
で
の
約
五
年
間
を
太
子
少
傅
と
し
て
務
め

る
。
元
帝
は
、
傅
昭
儀
と
そ
の
子
定
陶
王
康
を
寵
愛
し
驁
の
廃
嫡
を
考
え
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
匡
衡

は
早
速
上
疏
し
て
そ
の
非
を
訴
え
る
。
太
子
擁
立
派
に
は
、
匡
衡
の
他
、
宣
帝
の
外
戚
史
高
の
子
で

侍
中
で
あ
る
史
丹
、
外
戚
王
商
が
い
た
。
結
局
史
丹
が
元
帝
の
病
床
ま
で
赴
き
、
元
帝
か
ら
皇
太
子

を
廃
嫡
し
な
い
と
い
う
確
約
を
取
り
付
け
問
題
は
解
決
し
て
い
る
（
巻
八
二
史
丹
伝
）。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
、
師
傅
と
し
て
身
を
挺
し
て
太
子
の
廃
嫡
を
阻
も
う
と
す
る
様
子
が
窺
わ
れ
、

廃
嫡
阻
止
の
決
定
打
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
父
帝
に
廃
嫡
を
思
い
留
ま
ら
せ
る
上
で
重
要
な
一
役

を
担
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
太
子
太
傅
が
外
戚
の
進
出
を
抑
え
る
方
向
で
動
い
た
事
例
を
挙
げ
る
。
宣
帝
が
親
政
を
開
始

し
、
許
皇
后
所
生
の
奭
が
正
式
に
太
子
に
立
て
ら
れ
た
時
、
太
子
の
外
祖
父
許
伯
が
太
子
の
幼
い
こ

と
を
以
て
自
分
の
弟
で
あ
る
中
郎
将
許
舜
に
よ
る
太
子
家
の
監
督
保
護
を
申
し
出
る
。
宣
帝
が
太
子

太
傅
疏
広
に
そ
の
こ
と
を
諮
問
す
る
と
、
疏
広
は
、「
太
子
は
国
の
儲
副
の
君
な
り
、
師
友
は
必
ず

天
下
英
傑
に
お
い
て
し
、
宜
し
く
独
り
外
家
許
氏
に
の
み
親
し
む
べ
か
ら
ず
。
且
つ
太
子
に
は
自
ら

太
傅
・
少
傅
有
り
、
官
属
已
に
備
わ
れ
ば
、
今
ま
た
舜
を
し
て
太
子
家
を
護
る
は
、
陋
を
視し

め

し
、
太

子
の
徳
を
天
下
に
広
め
る
所
以
に
あ
ら
ず
。」
と
し
て
そ
の
申
し
出
を
断
る
よ
う
に
答
申
し
、
宣
帝

は
そ
の
意
見
を
善
し
と
す
る
（
巻
七
一
疏
広
伝
）。
疏
広
の
言
に
は
、
儲
君
の
養
育
を
掌
る
と
い
う

師
傅
と
し
て
の
自
負
が
あ
り
、
太
子
を
公
的
人
間
と
し
て
よ
り
方
正
な
道
に
導
こ
う
と
す
る
使
命
感

が
あ
る
。
太
子
の
教
育
を
第
一
義
と
し
た
判
断
で
あ
り
、
外
戚
の
牽
制
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
的
に
は
外
戚
の
進
出
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
と
言
え
る
。
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太
子
太
傅
就
任
前
後
の
経
歴

（
一
）
就
任
前
の
官
職

こ
こ
で
は
【
表
１
】
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
官
職
に
あ
る
者
が
太
子
太
傅
・
少
傅
に
任
命
さ
れ
た

の
か
を
考
察
す
る
。
官
職
が
す
べ
て
列
伝
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
、

太
子
太
傅
就
任
の
直
前
に
記
載
さ
れ
た
官
職
を
掲
げ
て
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
太
子
太
傅
・
少
傅

と
も
前
職
が
御
史
大
夫
・
九
卿
・
郡
太
守
な
ど
官
秩
が
二
千
石
以
上
の
者
が
圧
倒
的
に
多
い
。
比

二
千
石
の
光
禄
大
夫
か
ら
の
遷
任
が
二
人
（
丙
吉
と
匡
衡
）
い
て
そ
れ
を
併
せ
る
と
、
判
明
で
き
る

二
十
二
例
中
十
九
例
が
比
二
千
石
以
上
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
太
子
太
傅
・
少
傅
就
任
者
の
条

件
と
し
て
比
二
千
石
以
上
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
前
漢
で
は
、
太
子
太
傅
・
少
傅
い
ず
れ
の
官
秩
も
二
千
石
で
あ
る
の
に
、
中
二
千
石
の
御

史
大
夫
か
ら
「
左
遷
」
さ
れ
た
者
が
二
人
い
る
。
卜
式
は
塩
鉄
専
売
に
反
対
し
て
武
帝
の
不
興
を
買

い
、「
貶
秩
」
さ
れ
て
太
子
太
傅
と
な
り
、
蕭
望
之
は
、
丞
相
丙
吉
を
軽
侮
す
る
言
動
に
よ
り
弾
劾

さ
れ
た
が
、
宣
帝
の
意
向
に
よ
り
廷
尉
に
下
さ
れ
ず
に
太
子
太
傅
に
遷
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い

ず
れ
の
場
合
も
「
左
遷
」
と
は
あ
る
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
の
人
物
を
疎
ん
じ
た
結
果
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
真
に
疎
ん
じ
た
な
ら
ば
、
決
し
て
太
子
の
養
育
を
掌
る
太
子
太
傅
に
は
置
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

現
に
、
卜
式
は
太
子
太
傅
と
し
て
天
寿
を
全
う
し
、
蕭
望
之
は
左
遷
後
も
、
重
要
問
題
を
議
す
る
時

に
は
必
ず
参
与
し
宣
帝
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
宣
帝
は
「
望
之
、
経
明
に
し
て
持
重
し
、

論
議
に
余
有
り
。
材
、
宰
相
に
任た

え
ん
。」
と
し
て
蕭
望
之
を
重
用
し
て
い
た
。
太
子
太
傅
に
遷
し

た
の
は
、
彼
を
再
度
登
用
し
よ
う
と
す
る
宣
帝
の
意
図
に
よ
る
と
思
う
。
宣
帝
は
遺
詔
し
て
、
蕭
望

之
を
前
将
軍
光
禄
勳
領
尚
書
事
に
任
命
し
新
帝
の
輔
佐
を
委
任
し
て
い
る
。

　

郡
太
守
、
左
馮
翊
、
京
兆
尹
及
び
長
信
少
府
か
ら
の
遷
任
は
同
じ
二
千
石
内
の
異
動
で
あ
る
が
、

少
府
及
び
光
禄
勳
か
ら
太
子
太
傅
に
官
を
遷
っ
た
者
（
少
府―

夏
侯
千
秋
・
韋
玄
成
・
林
尊
、
光

禄
勳―

趙
玄
・
師
丹
）
は
、
官
秩
の
面
か
ら
す
る
と
中
二
千
石
か
ら
二
千
石
へ
の
異
動
で
あ
り
、

百
八
十
斛
か
ら
百
二
十
斛)13

(

へ
の
減
俸
で
あ
る
。
し
か
し
、
儲
君
の
養
育
を
担
い
、
太
子
の
皇
帝
即
位

後
に
は
も
と
師
傅
と
し
て
尊
崇
さ
れ
る
太
子
太
傅
・
少
傅
と
い
う
官
職
は
、
秩
石
の
多
少
を
超
え
た

栄
誉
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
官
秩
は
下
る
が
、
特
に
左
遷
的
な
意
味
合
い
は
な
い
と
し
て
よ
い
。

そ
の
他
の
特
色
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
表
に
は
直
接
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
地
方
行
政
官
経

験
者
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
武
帝
以
前
で
は
、
張
相
如
及
び
衛
綰
が
河
間
太
守
を
務
め
て
い
る
。
武

帝
期
、
最
初
の
太
子
太
傅
で
あ
る
石
慶
も
沛
の
太
守
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
、
斉
国
の
相
と
し
て
広

く
吏
民
に
慕
わ
れ
て
い
た
。
武
帝
は
法
術
第
一
主
義
の
酷
吏
を
多
用
し
た
が
、
皇
太
子
の
師
傅
に
は
、

並
み
居
る
群
臣
の
中
か
ら
、
人
德
に
よ
り
吏
民
の
信
頼
を
得
て
い
た
石
慶
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
卜

式
も
緱
氏
県
令
及
び
成
皋
県
令
と
し
て
德
治
に
よ
る
功
績
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
傾
向
は
、
宣
帝
時
以
降
さ
ら
に
顕
著
に
な
り
、
三
輔
を
含
む
地
方
行
政
官
経
験
者
は
五
人

（
黄
覇
・
蕭
望
之
・
韋
玄
成
・
厳
彭
祖
・
張
譚
）
確
認
で
き
る
。
黄
覇
は
夏
侯
勝
と
共
に
三
年
間
下

獄
さ
れ
た
が
、
出
獄
後
、
夏
侯
勝
の
推
薦
に
よ
り
揚
州
刺
史
を
経
、
そ
の
後
頴
川
太
守
と
し
て
治
績

天
下
第
一
と
称
え
ら
れ
た
。
宣
帝
は
黄
覇
の
治
行
は
長
者
の
そ
れ
で
あ
る
と
称
揚
し
頻
繁
に
恩
賞
を

授
け
て
い
る
。
蕭
望
之
は
宣
帝
よ
り
「
通
政
事
者
」
と
認
め
ら
れ
平
原
郡
の
太
守
及
び
左
馮
翊
を
経

験
し
て
い
る
。
厳
彭
祖
は
左
馮
翊
就
任
前
は
河
南
太
守
と
し
て
治
績
の
優
秀
を
称
え
ら
れ
、
韋
玄
成

も
河
南
太
守
を
務
め
て
お
り
、
張
譚
は
京
兆
尹
の
経
験
者
で
あ
る
。

昭
帝
期
に
は
、
武
帝
時
代
の
奢
侈
と
膨
大
な
軍
事
費
出
に
よ
り
海
内
は
消
耗
困
窮
し
民
の
社
会
不

安
は
増
幅
し
、
そ
の
解
消
策
と
し
て
積
極
的
な
恤
民
政
策
が
行
わ
れ
て
い
た
。
霍
氏
の
族
誅
後
、
宣

帝
が
親
政
を
開
始
す
る
と
、
賢
良
・
方
正
等
の
士
を
募
り
、
彼
等
を
地
方
に
派
遣
し
て
農
業
を
奨
励

し
積
極
的
な
救
恤
政
策
を
推
進
す
る
。
す
な
わ
ち
循
吏
に
よ
る
德
治
政
策
で
あ
る
。
法
を
守
り
な
が

ら
も
、
礼
教
に
重
き
を
置
き
以
て
民
を
感
化
す
る
と
い
う
、
王
覇
併
用
の
政
治
姿
勢
で
あ
る
。
宣
帝

は
又
、
州
刺
史
や
郡
太
守
等
地
方
官
を
任
命
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
親
し
く
引
見
し
て
そ
の
統
治
方

針
を
質
し
て
お
り
、
政
治
が
公
平
で
裁
判
が
正
し
い
と
庶
民
は
そ
の
田
里
に
安
住
し
て
、
嘆
息
愁
怨

の
心
を
持
た
な
い
と
し
て
「
我
と
共
に
此
れ
を
な
す
者
は
、
其
れ
唯
だ
良
二
千
石
の
み
か)14

(

。」
と
明

言
し
て
い
る
。
ま
た
、「
用
い
る
所
皆
治
民
を
更
し
め
以
て
考
功
す
。」
と
し
て
、
自
分
が
登
用
す
る

者
に
は
皆
民
を
治
め
る
こ
と
を
経
験
さ
せ
て
そ
の
功
績
を
勘
案
す
る
方
針
を
示
し)15

(

、
太
守
は
じ
め
行

政
官
と
し
て
の
経
験
を
重
要
視
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
太
子
教
育
を
掌
る
太
子
太
傅
に
も
行
政
の
経

験
者
を
採
用
し
、
国
の
統
治
と
は
現
実
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、
彼
等
を
通
じ
て
太
子
に

教
え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
う
。

　

他
の
特
色
と
し
て
は
、
宣
帝
時
以
降
、
帝
室
を
担
当
す
る
官
の
出
身
者
が
目
立
つ
こ
と
が
あ
る
。

皇
太
后
宮
を
掌
る
長
信
少
府
か
ら
一
人
（
夏
侯
勝
）、
太
子
家
令
か
ら
一
人
（
疏
受
）、
少
府
か
ら
は

三
人
（
夏
侯
千
秋
・
韋
玄
成
・
林
尊
）
確
認
で
き
る
。
夏
侯
勝
は
か
つ
て
上
官
太
后
に
『
尚
書
』
を

教
授
し
た
経
歴
を
持
ち
、
そ
れ
故
に
長
信
少
府
を
二
度
拝
命
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
又
、
皇
帝
に

近
侍
す
る
郎
中
関
係
か
ら
の
出
身
者
も
多
い
。
疏
広
は
博
士
太
中
大
夫
か
ら
太
子
少
傅
と
な
り
そ
の

後
太
子
太
傅
に
昇
格
し
て
い
る
。
光
禄
大
夫
か
ら
は
丙
吉
と
匡
衡
で
あ
り
、
光
禄
勳
か
ら
は
趙
玄
と

師
丹
が
お
り
、
議
郎
博
士
か
ら
は
太
子
少
傅
の
夏
侯
建
が
い
る
。
皇
帝
は
皇
帝
自
身
の
目
で
、
皇
帝

や
皇
太
后
に
近
侍
す
る
者
の
資
質
を
観
察
し
、
そ
の
中
か
ら
太
子
教
育
を
任
せ
得
る
人
物
を
物
色
し

２―６
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て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
多
く
あ
る
官
職
の
う
ち
、
太
子
太
傅
の
前
職
が
少
府
や
郎
中
関
係
な
ど
皇

帝
に
近
侍
す
る
一
定
の
分
野
に
集
中
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

（
二
）
離
任
後
の
動
向

太
子
の
師
傅
を
離
任
し
た
後
は
各
自
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
辿
っ
た
の
か
。【
表
１
】
に
よ
る
と
、

太
子
太
傅
と
し
て
卒
し
た
者
、
或
い
は
離
職
を
願
い
出
て
帰
郷
し
た
者
を
除
け
ば
、
大
体
が
太
子
太

傅
離
任
後
す
ぐ
に
他
官
に
遷
り
、
ほ
と
ん
ど
が
中
二
千
石
以
上
へ
の
昇
格
で
あ
る
。

　

前
漢
前
半
で
最
終
的
に
丞
相
に
至
っ
た
者
は
、
竇
嬰
・
衛
綰
・
石
慶
・
厳
青
翟
・
趙
周
の
計
五
名

で
あ
る)16

(

。
宣
帝
以
降
は
、
四
名
（
丙
吉
・
黄
覇
・
韋
玄
成
・
匡
衡
）
い
る
。
そ
の
他
張
譚
と
趙
玄
は

御
史
大
夫
に
な
り
、
師
丹
が
大
司
空
に
至
る
。
太
子
太
傅
・
少
傅
か
ら
他
官
に
遷
っ
た
者
は
十
八
名

で
あ
る
が
、
う
ち
丞
相
に
至
っ
た
者
は
九
名
、
御
史
大
夫
は
二
名
、
大
司
空
一
名
、
前
将
軍
が
一
名

と
な
り
、
十
八
名
中
十
三
名
が
、
太
子
太
傅
・
少
傅
離
職
後
か
、
他
官
を
は
さ
ん
で
か
は
問
わ
ず
、

三
公
も
し
く
は
三
公
ク
ラ
ス
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
数
字
で
あ
る
と
思

う
。
そ
の
数
字
を
別
の
点
か
ら
確
認
し
て
み
る
。

　

【
表
２
】
は
前
漢
の
丞
相
就
任
者
全
員
に
つ
い
て
、
丞
相
就
任
前
の
官
職
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
丞
相
全
四
十
六
名
の
う
ち
公
平
を
期
す
る
た
め
、
皇
太
子
が
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
時
期

（
従
っ
て
太
子
太
傅
・
少
傅
が
い
な
い
時
期
）
の
丞
相
二
十
名
（
名
前
の
前
に
×
印
を
付
し
た
）
を

除
い
た
上
で
、
残
り
二
十
六
名
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
二
十
六
名
の
う
ち
九
名
が
太
子
太
傅
・
少
傅

経
験
者
で
あ
り
全
体
の
三
十
五
％
を
占
め
る
。
二
十
六
名
の
丞
相
の
中
、
直
前
の
官
が
御
史
大
夫
で

あ
っ
た
者
が
十
四
名
と
圧
倒
的
に
多
い
が
、
こ
の
十
四
名
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
御
史
大
夫
就
任
前
の

官
を
見
る
と
、「
太
子
太
傅
・
少
傅
↓
（
御
史
大
夫
）
↓
丞
相
」
の
九
名
が
最
も
多
い
。
丞
相
の
前

に
就
く
官
と
し
て
御
史
大
夫
の
次
に
多
い
の
が
、
郡
の
太
守
或
い
は
王
国
の
相
で
四
名
（
張
蒼
・
申

屠
嘉
・
李
蔡
・
劉
屈
氂
）
が
確
認
で
き
る
。
又
、
将
軍
や
大
尉
な
ど
高
級
軍
官
か
ら
丞
相
に
な
っ

た
者
も
同
じ
く
四
名
（
周
勃
・
漢
嬰
・
周
亜
夫
・
公
孫
賀
）
で
あ
る
。『
通
典
』
職
官
六
に
よ
る
と
、

前
漢
で
は
、
郡
の
太
守
あ
る
い
は
諸
侯
王
国
の
相
を
務
め
、
高
第
の
成
績
を
修
め
た
者
が
御
史
大
夫

と
な
り
、「
職
に
任
え
る
者
」
が
丞
相
に
な
る
こ
と
が
「
故
事
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る)17

(

。
つ
ま
り
、
前
漢
で
は
「
郡
太
守
・
諸
侯
王
相
↓
御
史
大
夫
↓
丞
相
」
と
い
う
コ
ー
ス
が
丞
相

に
至
る
有
力
な
昇
進
ル
ー
ト
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回

の
考
察
結
果
か
ら
、「
太
子
太
傅
・
太
子
少
傅
↓
御
史
大
夫
↓
丞
相
」
が
よ
り
高
い
割
合
で
丞
相
に

至
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る)18

(

。
太
子
太
傅
・
少
傅
は
常
置
の
官
で
は
な
い
。
そ
の
就
任
者

も
限
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丞
相
に
至
る
昇
進
ル
ー
ト
に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い

た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
又
、
彼
等
の
丞
相
就
任
は
多
く
が
父
帝
在
位
中
に
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら

し
て
も
、
皇
帝
が
太
子
太
傅
・
少
傅
就
任
者
を
信
任
す
る
度
合
い
は
非
常
に
高
い
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
結
果
を
ま
と
め
る
と
下
記
の
よ
う
に
な
る
。
前
漢
の
太
子
太
傅
・
少
傅
は
立
太
子
時

に
任
命
さ
れ
、
太
子
の
教
導
と
太
子
官
属
の
統
率
を
掌
り
、
官
秩
は
共
に
二
千
石
で
あ
る
。
就
任
期

間
は
大
体
四
、五
年
で
あ
る
が
、
七
、八
年
と
長
い
者
も
い
た
。
就
任
の
前
提
条
件
は
比
二
千
石
以
上

と
推
定
で
き
る
が
、
武
帝
期
以
前
と
宣
帝
期
以
降
で
は
就
任
者
の
タ
イ
プ
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

武
帝
期
以
前
で
は
、
恭
敬
・
謹
直
・
敦
厚
等
と
称
さ
れ
る
人
柄
が
重
視
さ
れ
、
長
者
的
人
物
が
多
く

選
任
さ
れ
、
学
識
は
全
く
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
宣
帝
期
以
降
は
、
そ
の
多
く
は
儒
学

の
大
家
で
あ
り
、
彼
等
が
直
接
太
子
に
経
書
を
講
授
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
教
育
的
影
響
は
太
子

の
皇
帝
即
位
後
の
政
治
姿
勢
に
判
然
と
現
れ
て
い
る
。
離
官
後
は
、
大
半
が
父
帝
の
命
に
よ
り
丞
相

等
三
公
ク
ラ
ス
に
至
り
、
太
子
太
傅
・
少
傅
経
験
者
が
極
め
て
高
い
割
合
で
前
漢
の
政
治
に
深
く
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
後
は
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
王
国
の
太
傅
に
つ
い
て
も
考
察
し

た
い
。

【
注
】

（
１
）　

齋
木
哲
郎
『
秦
漢
儒
教
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
。

（
２
）　

王
健
「
漢
代
君
主
研
習
儒
学
伝
統
的
形
成
及
其
歴
史
效
応
」『
中
国
史
研
究
』
一
九
九
六
年
第
三
期
。

（
3
）　

馬
良
懐
『
士
人 

皇
帝 

宦
官
』
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
4
）　

語
源
に
つ
い
て
は
、『
説
文
解
字
』・『
釈
名
』・『
広
雅
』・『
爾
雅
』
を
参
照
。

（
5
）　

巻
四
六
万
石
君
伝
及
び
巻
六
三
武
五
子
伝
、
石
徳
は
太
子
拠
の
太
傅
石
慶
の
中
子
で
あ
る
。

（
6
）　

夏
侯
勝
の
就
任
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
他
の
就
任
者
か
ら
推
し
て
疏
広
の
後
と
思
う
。

（
7
）　

前
掲
注
三
書
、
一
四
九
頁
。

（
8
）　

元
帝
期
の
太
子
驁
（
成
帝
）
の
立
太
子
は
三
歳
と
例
外
的
に
早
い
。

（
9
）　

『
古
文
苑
』（
董
治
安
主
編
『
両
漢
全
書
』
山
東
大
学
出
版
社
）、
所
引
「
漢
高
祖
劉
邦―

手
勅
太
子
」
‥

「
吾
遭
亂
世
、
當
秦
禁
學
、
自
喜
、
謂
讀
書
無
益
。
洎
踐
祚
以
来
、
時
方
省
書
、
乃
使
人
知
作
者
之
意
。
追
思
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前
漢
の
太
子
太
傅

昔
所
行
、
多
不
是
。（
中
略
）
吾
生
不
學
書
、
但
諸
書
問
字
而
遂
知
耳
、
以
此
故
不
大
工
、
然
亦
足
自
辤
解
。
今

視
汝
書
、
猶
不
如
吾
。
汝
可
勤
學
習
、
毎
上
疏
、
宜
自
書
、
勿
使
人
也
。」

（
10
）　

以
上
、
先
行
研
究
は
数
多
い
が
、
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
し
、
西
嶋
定
生
『
秦
漢
帝
国
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
九
七
年
の
記
述
に
絞
っ
た
。

（
11
）　

以
上
、
福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
八
年
、
一
四
〇
〜
一
四
三
頁
を
参
照
。

（
12
）　

前
掲
注
二
書
、
二
四
頁
．

（
13
）　

百
官
公
卿
表
序
文
。

（
14
）　

巻
八
九
循
吏
伝
「
與
我
共
此
者
、
其
唯
良
二
千
石
乎
。」

（
15
）　

巻
七
八
蕭
望
之
伝
「
所
用
皆
更
治
民
以
考
功
。」

（
16
）　

竇
嬰
は
、
丞
相
就
任
は
太
子
太
傅
を
離
官
し
て
か
ら
十
年
後
で
あ
る
。

（
17
）　

『
通
典
』
職
官
六
御
史
大
夫
の
条
：
御
史
大
夫
、
秦
官
。
漢
因
之
、
位
上
卿
、
銀
印
青
綬
、
掌
副
丞
相
。
故
事
、

選
郡
守
相
高
第
為
御
史
大
夫
、
任
職
者
為
丞
相
。

（
18
）　

因
み
に
、
丞
相
全
四
十
六
名
を
対
象
に
し
て
も
、
九
名
と
い
う
数
字
は
二
割
を
占
め
て
一
番
多
く
、
郡
太
守
・

王
国
相
を
経
た
者
六
名
が
続
く
。
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師傅名 皇帝 太子、立太子齢 就任期間 前職（秩） 離任後の経歴 出典

叔孫通 高祖 盈(恵帝）12歳 前198~194
奉常

（中二千）
奉常(中二千) 43

張良* 〃 〃 　 　 　 40

張相如 文帝 啓（景帝）９歳 　
？大将軍

（万）
？卒官 功臣表、文帝紀、46

石奮 〃 〃 　
太中大夫

（比千）
九卿,王国相（二千) 46

竇嬰 景帝 栗太子栄 前153~150
大将軍

（万）
丞相(万) 52

衞綰 〃 徹（武帝）７歳 前150~147
中尉

（中二千）
御史大夫(中二千)→丞相(万) 46

王臧＊ 〃 〃 　 　 郎中令(中二千) 武帝紀、儒林、52

石慶 武帝 衛太子拠７歳 前122~115
郡守

（二千）
御史大夫(中二千)→丞相(万) 46

厳青翟＊ 〃 〃 ~118
御史大夫

（中二千）
丞相、下獄死 公卿表

任安＊ 〃 〃 前118~ 　 ？益州刺史（二千）、下獄死 漢55、62、『史記』60、104

趙周 〃 〃 ~115 　 丞相（万） ６

周建徳 〃 〃 前112 　 免官 功臣表、公卿表、40

卜式 〃 〃 前110~
御史大夫

（中二千）
卒官 58

石徳＊ 〃 〃 ~前91 　 卒官 46、63

丙吉 宣帝 奭（元帝）8歳 前67
光禄大夫

（比二千）
御史大夫（中二千）→丞相

（万） ８、74

疏広 〃 〃 前67~62
太中大夫、
太子少傅

退官、帰郷卒家 71、88

疏受＊ 〃 〃 　
太子家令

（八百）
〃 〃

夏侯勝 〃 〃 　
長信少府

（二千）
卒官 75、88

夏侯建＊ 〃 〃 　
議郎博士

（比六百）
　 75

夏侯千秋
＊ 〃 〃 　

少府
（中二千）

　 75

黄覇 〃 　 前58
郡守

（二千）
御史大夫（中二千）→丞相

（万） 75、89

蕭望之 〃 〃 前56~48
御史大夫

（中二千）
前将軍光禄勳（中二千）？ ６、78、88

周堪＊ 〃 〃 前51~48 　 光禄大夫領尚書事、郡守
(二千) 36、88

韋玄成 元帝 驁（成帝）３歳 前48~43
少府

（中二千）
御史大夫(中二千)→丞相(万) 73

厳彭祖 〃 〃 　
左馮翊

（二千）
太子太傅として致仕 88

匡衡＊ 〃 〃 前42~38
光禄大夫

（比二千）
光禄勳、御史大夫→丞相(万) 81、82

林尊 〃 〃 　
少府

（中二千）
　 88

張譚＊ 〃 〃 前37~34?
京兆尹

（二千）
御史大夫（中二千）→丞相

（万） 76、79、93

趙玄 成帝 定陶王欣（哀帝）
17歳 前８

光禄勳
（中二千）

光禄大夫、衛尉、少府、
御史大夫 公卿表、11、86、88、97

閻崇＊ 〃 〃 前８ 　 光禄大夫→執金吾（中二千） 〃

師丹 〃 〃 前８
光禄勳

（中二千）
左将軍、大司馬、大司空（万） 85、81、86

【
表
１
】
前
漢
の
太
子
太
傅
と
少
傅
＊

注
：
出
典
は
『
漢
書
』。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
そ
の
巻
数
を
示
す
。
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前
漢
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太
子
太
傅

皇帝 丞相 丞相前職

高祖 蕭何 県丞

高祖/恵帝 ×曹参(相国） 斉国相

高后 ×曹参(相国） 将軍

　 ×陳平（左） 郎中令

　 ×審食其（左） 典客

文帝 周勃（右） 大尉

　 漢嬰 大尉

　 張蒼 王国相、御史大夫

文帝/景帝 申屠嘉 郡太守、御史大夫

　 陶青 ? 、御史大夫

　 周亜夫 大尉

　 劉舎 太僕、御史大夫

景帝/武帝 衞綰 太子太傅、御史大夫

　 竇嬰 太子太傅

　 許昌 太常

　 田蚡 中尉

　 薛澤 ？

　 公孫弘 左内史、御史大夫

　 李蔡 王国相、御史大夫

　 厳青翟 太子太傅

　 趙周 太子太傅

　 石慶 太子太傅、御史大夫

　 公孫賀 左将軍

　 劉屈氂 涿郡太守

武帝/昭帝 ×田千秋 大鴻臚

　 ×王訢 右扶風、御史大夫

　 ×楊敞 大司農、御史大夫

昭帝/宣帝 ×蔡義 少府、御史大夫

　 ×韋賢 長信少府

　 魏相 大司農、御史大夫

　 丙吉 太子太傅、御史大夫

　 黄覇 太子太傅、御史大夫

宣帝/元帝 于定国 廷尉、御史大夫

　 韋玄成 太子太傅、御史大夫

元帝/成帝 匡衡 太子少傅、光禄勳、御史大夫

　 ×王商 右将軍

　 ×張禹 光禄大夫

　 ×薛宣 少府、御史大夫

　 ×翟方進 執金吾

成帝／哀帝 ×孔光 左将軍

　 ×朱博 大司空

　 ×平当 騎都尉、御史大夫

　 ×王嘉 郡太守、御史大夫

哀帝/平帝 ×孔光 光禄大夫、御史大夫

　 ×馬宮 光禄勳

　 ×平晏 長楽少府

注
：　

太
子
太
傅
・
少
傅
経
験
者

【
表
２
】
前
漢
丞
相
の
前
職
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Mentors of the Heir Princes in the Western Han Dynasty

SAITOH Sachiko

abstract

During the Western Han Dynasty, whenever a prince was officially recognized as the heir to the 

throne, two mentors would be appointed; Taizi taifu, the Grand Mentor of the Heir Apparent, and 

Taizi shaofu, the Junior Mentor of the Heir Apparent. The staff hired to handle the affairs of the heir 

apparent was under the control of the mentors, whose main role was to direct the heir princes in the 

correct and sound way.  Usually, several mentors were appointed in succession for one heir apparent 

until his succession to the throne.  A mentor's tenure was an average of five years, and the longest 

was eight years.

There are several noteworthy points. First, the types of mentors in the former and latter halves of 

the Western Han Dynasty differed greatly.  The father emperors in the former half including Emperors 

Wen, Jing, and Wu, placed greater importance on aspects of a mentor's personality such as rusticity, 

seriousness, and generosity than their erudite background. However, after the reign of Emperor Xuan, 

authorities on Confucianism were mentors who personally gave lectures to the heir princes. Second, 

almost half of the mentors held top political posts, such as prime minister, in their later careers.

Keywords：mentors, heir apparent, the Western Han Dynasty, education of princes, Emperor Xuan
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